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雪の季節です！
除雪作業に、ご協力のお願い
〈道路沿いの皆さんへ〉
■出入口の除雪は各戸の協力で
　道路の安全を確保するため、降雪時には除雪作
業を行います。そのため、作業上、各戸の出入
り口に雪が残る場合がありますので、お手数で
も出入り口の除雪は、各戸でご協力ください。
■歩道除雪は皆さんの協力で
　歩道の除雪は、皆さんのご協力でお願いします。
■消火栓や防火水槽の除雪は皆さんの協力で
　消火栓・防火水槽はいつでも使用できるよう、
あらかじめ除雪を行い確認しておきましょう。
■道路に雪を出すことはやめましょう
　道路への排雪は交通事故の原因となります。絶
対にやらないようにしましょう。
■側溝のふたはきちんと閉めましょう
　ふたの開けっ放しは除雪の妨げとなり、歩行者に
も危険ですので、開けたら忘れずに閉めましょう。

〈ドライバーの皆さんへ〉
■路上駐車は絶対にやめましょう
　路上駐車は除雪作業の妨げとなり、多くの人の
迷惑となります。絶対にやめましょう。

■除雪作業中は一時通行止めにすることがあります
　除雪作業は危険防止や効率的な除雪作業のた
め、除雪中の区間を通行止めにすることがあり
ますのでご協力ください。
■通行は児童・生徒・高齢者を優先的に
　雪道は、特に道路幅が狭くなります。児童・生
徒・高齢者に配慮した運転をお願いします。
◆問い合わせ先
　本宮市役所　建設課（☎内線145）
　白沢総合支所　産業建設課（☎内線526）
《県道の場合は》
　二本松土木事務所業務課（☎22－1151）

総
合
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館
等
の
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体
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用
に
つ
い
て

　

団
体
が
、
総
合
体
育
館
・
白
沢

体
育
館
・
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

利
用
す
る
場
合
の
、
平
成
21
年
度

分
の
仮
予
約
の
申
し
込
み
を
受
け

付
け
ま
す
。

◆
申
込
方
法

　

所
定
の
様
式
に
よ
り
、
１
月
16

日
（
金
）
ま
で
に
、
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
、
次
に
よ
り
利
用
団
体
会

議
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
各
団
体

１
名
の
ご
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。
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体
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２
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月
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午
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７
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◆
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央
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館

◆
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い
合
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生
涯
学
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セ
ン
タ
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☎
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３―

２
６
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１

身
近
な
法
的
ト
ラ
ブ
ル

ま
ず
は
法
テ
ラ
ス
へ

　

法
テ
ラ
ス
は
、
様
々
な
法
的
ト

ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
に
解
決
の

き
っ
か
け
と
な
る
情
報
を
ご
案
内

し
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
、
無
料
法
律
相
談
、
裁

判
費
用
や
弁
護
士
費
用
等
の
立
て

替
え
も
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
テ
ラ
ス
は
、
国
が
設

立
し
た
公
的
な
法
人
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
法
テ
ラ
ス
福
島
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☎
０
５
０
３
３
８
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５
５
４
０

　

平
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午
前
９
時
～
午
後
５
時

◆
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ー
ル
セ
ン
タ
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☎
０
５
７
０―

０お

７な

８や

３み

７な

４し

　

平　

日　

午
前
９
時
～
午
後
９
時

　

土
曜
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑

留
者
・
引
揚
者
の
皆
様
へ

　

３
月
31
日
で
「
特
別
慰
労
品
」

贈
呈
の
受
付
が
終
了
し
ま
す
。

　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
で

は
、
い
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
、

引
揚
者
の
「
ご
本
人
」
に『
特
別
慰

労
品
』
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
（
ご
遺

族
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）。

　
「
引
揚
者
」
は
、
終
戦
の
日
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
外
地
で
生

活
し
て
い
て
戦
後
引
き
揚
げ
て
き

た
家
族
全
員
が
対
象
で
す
。

　

請
求
書
等
は
、
本
宮
市
役
所
保

健
福
祉
課
お
よ
び
白
沢
総
合
支
所

市
民
福
祉
課
の
窓
口
に
あ
り
ま
す

の
で
、
未
請
求
の
方
は
、
早
急
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
請
求
期
限

　

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で

◆
資
格
要
件
等
の
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人

　
　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

※
請
求
に
関
す
る
「
お
問
合
せ
」

や
「
ご
相
談
」
は
無
料
で
す
。

◆
無
料
電
話

☎
０
１
２
０―

２
３
４―

９
３
３

　

平
日　

午
前
９
時
15
分

　
　
　
　
　

～
午
後
５
時
15
分

　
　
　
　
　
（
土
日
祝
日
休
）

ありがとう
心静かに手を合わす。

豊かな緑に囲まれた静寂な施設なか、

など、満足のいくサービスを提供いたします。

祭 壇　葬儀用品　お料理　花 輪　贈答品

杜の中の斎場
二本松店　二本松市上竹２－286－１
　　　　　TEL.0243－23－5520　FAX.0243－22－7377
東和斎場　二本松市針道字鍛冶屋敷 15
大山斎場　大玉村大山字玉貫 19

●年中無休　●24時間受付　●大駐車場完備
ほうりん大山斎場

0120－43－1194
ヨ サン イ イ ク ヨー

平成21年度　放課後児童クラブ・幼児クラブ　利用児童募集

放課後児童クラブ
　◆目的と対象児童
　　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間いない家庭の小学校低
学年の児童を対象に、適切な遊び・生活の場を提供します。利用できる
のは、小学校１～３年生のお子さんです。
　　なお、夏休み・冬休み・春休みの長期休業期に限り、小学校６年生まで利
用対象を拡大する予定です。長期休業期の申込み受付は６月頃となります。
　◆募集クラブ

　　※申し込み状況により開設場所を変更する場合があります

幼児クラブ
　◆目的と対象児童
　　幼児クラブは、市内在住の幼児と保護者を対象に、集団遊びを通して幼児の豊かな心と社会性を養い保護者同士
の仲間づくりの場を提供します。利用できるのは、３歳～６歳の幼児とその保護者です。

【申込方法】
　各クラブに備えつけの申込み用紙に必要事項を記入のうえ、利用を希望するクラブへ直接提出してください。
　◆受 付 期 間　２月２日（月）～12日（木）
　◆必 要 書 類　放課後児童クラブを希望される方は、父母等の就労証明書が必要となります。
　◆問い合わせ先　本宮市教育委員会　幼保学校課　幼保教育係（☎内線245）または各児童クラブ

◆保育時間
　○基本利用
　　授業終了後～午後６時
　○土曜、夏休み等の利用
　　午前７時～午後６時
　○延長利用
　　午後６時～午後７時

◆保育料
　○基本利用（おやつ代を含む）
　　・月額：2,000円～7,000円
　　　　　　（市民税額による）
　　・日額：500円（月額が上限）
　○延長利用
　　・月額：2,000円
　　・日額：　100円（月額が上限）

クラブ名 開設場所（電話番号）
もとみや放課後児童クラブ 本宮第１児童館　　（33－2006）
まゆみ放課後児童クラブ 本宮第２児童館　　（33－5244）
五百川放課後児童クラブ 五百川小学校　　　（33－3762）
岩根放課後児童クラブ 岩根地区公民館　　（39－2585）
和田こどもクラブ 白沢公民館和田分館（44－3521）
糠沢こどもクラブ 白沢公民館糠沢分館（44－2355）
白岩こどもクラブ 白沢公民館白岩分館（44－2092）

クラブ名 開設場所 募集人員 曜日 保育時間 利用料

幼児クラブ 第２児童館（33－5244） 30組 月・水・金 午前９時30分～11時30分 月額1,500円

五
百
川
幼
稚
園
で
は
、
来
年
度
か
ら

預
か
り
保
育
時
間
を
延
長
し
ま
す
の
で
、

　

園
児
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

　

本
宮
市
立
幼
稚
園
で
は
、
就
労
等
に
よ
り
ご
家
庭
で
の
保
育
が
困
難

な
お
子
さ
ん
を
通
常
保
育
終
了
後
も
お
預
か
り
し
な
が
ら
、
義
務
教
育
の

基
礎
と
な
る
幼
稚
園
教
育
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
よ
り
、
五
百
川
幼
稚
園
に
お
い
て
も
、
土
曜
日
・
長
期
休

業
日
等
も
含
め
て
、
預
か
り
保
育
を
午
後
７
時
ま
で
実
施
し
ま
す
の
で
、

五
百
川
幼
稚
園
へ
入
園
す
る
お
子
さ
ん
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

◆
入
園
で
き
る
幼
児

　

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児

◆
申
込
方
法

　

認
印
を
持
参
の
う
え
、
五
百
川
幼
稚
園
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
預
か
り
保
育
の
申
込
受
付
に
つ
い
て
は
、
入
園
決
定
後
に
行
い
ま
す
。

◆
申
込
先

　

五
百
川
幼
稚
園

　
　
（
荒
井
字
山
神
36―

２
）

　
　
　
　

☎
３
３―

４
３
７
０

◆
受
付
期
間

　

１
月
８
日
（
木
）～
20
日
（
火
）

　
　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
１
月
14
日
（
水
）
と
、
土・日
・

祝
日
を
除
き
ま
す
。

※
受
付
時
間
内
に
申
し
込
み
で

き
な
い
場
合
は
、
幼
保
学
校

課
幼
保
教
育
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
１
月
21
日
（
水
）
に
入
園
前

健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

幼
保
学
校
課　

幼
保
教
育
係

　
　
　
　
（
☎
内
線
２
４
７
）
◆保育料

通常保育料 月額 4,000円
（市民税額による減免措置あり）

預かり保育料
（午後６時まで）

月額 2,000円～7,000円
（市民税額による）

日額 500円（月額が上限）
預かり延長保育料
（午後６～７時）

月額 2,000円
日額 100円（月額が上限）

※通常保育は午前８時からです。
　午前７時からの早朝保育についてはご相談ください。
※幼稚園はお弁当持参になります。


